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令和７年度 第６回甲賀市下水道審議会 概要報告 

 

 

１．開催日時 令和７年１１月１４日（金） 午後２時００分から午後３時２０分 

 

２．開催場所 甲賀市役所 会議室３０１ 

 

３．議事   下水道使用料の改定について 

 

４．その他   

        

５．公開又は非公開の別 公開 

 

６．出席者 

   委 員  的場委員、金森委員、藤田委員、藤本委員、本松委員、 

波多野委員、青木委員、市井委員、植西委員、奥山委員  以上１０名 

 

    

   事務局  上下水道部   西田部長、山中次長 

下水道課    井上課長 

         上下水道総務課 谷口次長兼課長、山本課長補佐、武村係長、三澤係長 

 

７．傍聴者数 ０人 

 

８．会議資料 別紙のとおり 

 

９．議事の概要  

 

○出席委員数の報告 

出席委員は、１０名中１０名で、委員の過半数の出席であることから、甲賀市下水道審

議会規則第４条第２項の規定により、会議が成立していることを事務局から報告 

 

 

〇会議内容の公開又は非公開について 

会長 本日の、会議内容の公開、非公開についてでありますが、当審議会は市の

附属機関にあたりますので、公開が原則であります。 

本日の資料には個人情報等非公開にしなければならない内容は含まれてい

ませんので、全て公開とし、議事録での発言者は個人名ではなく、委員とし

て公開させていただきます。 

 

（全員異議なし） 
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〇議事事項 

事務局 

 

（質疑） 

―― 下水道使用料の改定について  

      資料に基づき説明 

 

委員 案４において現行より増減率で９７％と金額が下がるのは、値上げの議論

としては適切ではない。また、増減率が一定の方が公平性という点で分かり

やすいのではないか。 

 

事務局 区分を統合した箇所では、現行料金との比較で増減率が下がる部分が生じ

ますが、平均では上がっています。単価設定については、使用料金の計算等

を考慮して１０円単位でまとめたため、増減率にばらつきが生じています。 

 

委員 

 

資料１に示されている現行の単価が、１円単位になっている理由について

説明をお願いしたい。 

 

事務局 現行単価は消費税が５％の時に設定した単価で、税込みの状態で１０円単

位になるようにした数字です。今回は税抜きで１０円単位にし、税をかける

考え方としたため、若干の違いが出ています。 

 

委員 現行の２１ｍ³から６０ｍ³の平均単価１３８円に３０％をかけると約１８

０円になるが、案２では１７０円となっている理由を問う。 

 

事務局 案２の１７０円は、現行の２１ｍ³から４０ｍ³の区分である１３３円に改

定率をかけたものであり、２１ｍ³から６０ｍ³の平均単価に３０％をかけた

ものより若干安い金額設定となっています。 

 

委員 下水道使用料について一般家庭の平均使用量とされる５６ｍ³の計算方法

を知りたい。 

 

事務局 現行制度では、０ｍ³から２０ｍ³の２,４７６円に、２１ｍ³から４０ｍ³

の１３３円×２０ｍ³と、４１ｍ³から５６ｍ³の１４３円×１６ｍ³を合計

した額となります。 

 

委員 ２１ｍ³から６０ｍ³を統合した場合は、１４３円を基準にすると、１３３

円の増減率が３０％以上となるため、１７０円の単価にした理由がよく分か

った。 
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委員 

 

公平な負担を前提とするならば、増減率が１００％を切る案４は理屈が立

ちにくい。また、大口事業者に負担を求めて一般家庭に配慮する案４は、料

金体系が既に逓増型であることを踏まえると、更なる負担増の理由を整理す

る必要がある。 

 

事務局 どこかの負担を軽減すれば、使用量の多い区分でカバーをお願いしないと

いけないという考えで案を作成しています。 

 

委員 案３の基本料金について、固定費を回収する大切な部分を低く設定するこ

とは、長期的な収入面で厳しい。経済的に厳しい世帯への配慮は、基本使用

料の減免措置で対応すべきであり、基本使用料は手をつけずに残しておくべ

きではないか。 

 

事務局 基本使用料を減額すると経営的に厳しくなるという意見は事務局内でも出

ました。案３の第２段階の基本使用料は、固定費３０％確保の目標をクリア

したうえで提案しています。   

 

委員 案３と案４は、大口事業者に負担が大きすぎるのではないか。案１と案

２が中間的で、案２がちょうど良い案だと感じる。  

 

委員 

 

案３の基本料金は全体が上がる中で、そこだけ下げるのはどうかと思

う。私も大口事業者に負担が大きくなる案３、案４は違うように感じる。 

 

委員 

 

企業への負担が多すぎることで、企業が流出するような事態になれば、市

の財政が厳しくなるのではないか。  

 

事務局 

 

企業への負担については、ご負担いただける範囲を考えながら案を提示し

たという状況です。 

 

委員 会長があいさつで触れた下水道事業の広域化に関する国の補助金につい

て、甲賀市で活用可能か、広域化することで活用可能か、あるいは経済的に

厳しい世帯に配慮できるものか、詳細情報を知りたい。 

 

事務局 報道されている補助制度は、対象が１０万人以上の都市を要件としている

ため、現時点では甲賀市には該当しない可能性があります。詳細については

国からの通達を待っていますが、個人の下水道使用料に還元するための補助

ではないと読み取っています。 

 

委員 現行制度における５６ｍ³使用時の下水道使用料総額と、案１および案２

における総額を比較するデータがあれば求めたい。  
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事務局 

 

５６ｍ³使用時の下水道使用料は、案１の第１段階で９,０２０円、第２段

階で１０,２５２円です。案２の第１段階で９,４１６円、第２段階で１０,

２５２円となり、第２段階は両案で同じ金額となります。 

 

委員 案２の２段階目の増減率が１２８.７９％と、１３０％に僅かに足りてい

ないがよいのか。 

 

事務局 収入ベースの増減率は１２９.２２％ですが、概ね１３０％に近い数字な

ので何とかこれで進めたいと考えています。また、３年から５年で、時世に

あった見直しを行うよう、国からの通達もありますので、時点ごとに検証を

行います。 

 

委員 増減率の幅を比較すると、案２の方が案１に比べて狭い範囲に収まってい

る。案１では１,００１ｍ³から１,５００ｍ³の上げ幅が１４０％まで上がっ

ているところがある。案２の方が一定の範囲に収まっており適切ではない

か。 

 

委員 将来を見越してできるだけ多くの収入を確保すべきであるが、３年から５

年で使用料の見直しを行うことを考えると、この案２で良いのではないか。 

 

会長 案２で決定することでよいか。 

 

委員 （全員異議なし） 

 

事務局 ありがとうございます。期間中の最終年である令和１６年で１００％の経

費回収率を確保できるという案を提示していますので、概ねその中で健全経

営に努めていきたいと考えています。 

 

会長 他にご意見・ご質問もないようですので、本日の議事を終了いたします。 

 


